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南島原市内の全図書館で、新型コロナウイルス感染防止のため、７月 23 日

より 11月末現在、新聞・書籍の閲覧規制が行われています。 

ほかにも、学習スペースの利用やＤＶＤの視聴、インターネット端末の利用

ができない状態です。 

普段図書館では、多くの市民の皆さんが新聞や書籍の閲覧を楽しまれていま

す。 

月が変われば閲覧できるかと毎月期待するも、相変わらず規制がかかったま

ま。多くの人がやきもきされていることでしょう。 

本市におけるコロナ感染者情報もなく、あまりにも長引く閲覧規制を疑問に

思い、10月中旬、個人的に県内 13市 8町の図書館に電話で確認をしました。 

すると閲覧規制をかけているのは南島原市だけであることが判明。ほかの自

治体に比べて感染者もいないのに、本市だけ規制する理由は何なのか？何とも

釈然としません。 

「折しもコロナ禍、閲覧規制しておけば取りあえず無難だろう」などといっ

た、役所側の保身さえ見え隠れします。 

コロナ感染予防のため日々の努力など大変かとは思いますが、市民の娯楽の

部分をもう少しだけ緩和していただけないでしょうか。 

「こんごら、新聞ば見に行かれんけん寂しか…」肩を落としてそう言った、

高齢男性の姿が印象的でした。 

そんな折、長与町の図書館が 12 月１日より「”電子図書館サービス”を開

始」と報じられました。画期的な取り組みに思います。 

今後コロナ禍により、図書館を取り巻く環境がどう変わって行くか分かりま

せん。 

感染予防のための閲覧規制ももちろん必要。併せて、それに代わるサービス

も構築していただきたいです。電子書籍サービスのような取り組みもその一つ

でしょう。ぜひ一考願いたいです。 

尚、11月末現在コロナ感染者が全国的に急増しておりますが、この件にあっ

ては「コロナ感染者が落ち着いていた時期」に感じた、市民としての素朴な疑

問です。 

以上を踏まえた上で、ご解答のほど宜しくお願い申し上げます。 

回   

答 

ご意見ありがとうございます。 

図書館を利用していただいております皆様には、ご不便とご迷惑をおかけし

ておりますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を憂慮し、感染防

止の観点から、市民の皆さまの安心安全を最優先に利用の制限を行っていると

ころです。 

制限緩和につきましては、今後、新型コロナウイルス感染症の発生状況を見

極めながら慎重に検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力



をお願いいたします。 

また、いただきましたご意見の電子図書館サービスにつきましては、インタ

ーネットなどの環境整備、電子図書のコンテンツ契約や導入に係る経費、利用

者の利用方法及び必要性などを含め、今後、情報の収集・検討を行ってまいり

ます。 

担当課 生涯学習課 

 


